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子が生まれた日からかぞえて14日以

内に提出してください。

子の本籍地でない市区町村役場に提

出するときは、２通提出してくださ

い（市区町村役場が相当と認めたと

きは、１通で足りることもありま

す。）。２通の場合でも、出生証明書

は、原本１通と写し１通でさしつか

えありません。

子の名は、常用漢字、人名用漢字、

かたかな、ひらがなで書いてくださ

い。子が外国人のときは、原則かた

かなで書くとともに、住民票の処理

上必要ですから、ローマ字を付記し

てください。

※出生届の手続について、悩みや困りごとがあれば、お近くの市区町村

又は法務局にご相談ください。出生届を届け出なければ、その子の戸

籍がつくられず、不利益を被るおそれがあります。詳しくは法務省の

ホームページをご覧ください。 無戸籍 法務省
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ください。

届け出られた事項は、人口動態調査

（統計法に基づく基幹統計調査、厚

生労働省所管）にも用いられます。


